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(57)【要約】
【課題】簡易に漏れ光を防止できる液晶表示装置を提供
する。
【解決手段】液晶表示パネル６１は、光を発するバック
ライトユニット６２と、バックライトユニット６２に重
なるように位置して光（バックライト光）を受ける液晶
表示パネル６１と、をフレームＦＭによって保持してい
る。そして、かかるフレームＦＭには光吸収部ＡＢが含
まれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発するバックライトユニットと、
　上記バックライトユニットに重なるように位置して上記光を受ける液晶表示パネルと、
がフレームによって保持されており、
　上記フレームには複数色の部分が含まれ、それらの部分のうち少なくとも１色の部分が
光を吸収する光吸収部になっている液晶表示装置。
【請求項２】
　上記バックライトユニットに対して上記液晶表示パネルが重なっている方向を重なり方
向とした場合、
　上記光吸収部は、
　　上記重なり方向に沿うように延びている第１光吸収片と、
　　この第１光吸収片に対して交差するように延びている第２光吸収片と、
を含んでいる請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項３】
　上記第１光吸収片は、上記液晶表示パネルの側端に面するように位置し、
　上記第２光吸収片は、上記バックライトユニットの外縁を覆うように位置している請求
項２に記載のバックライトユニット。
【請求項４】
　上記液晶表示パネルは、遮光マスクパターンを含んでおり、
　上記光吸収部に最も近くに位置する上記遮光マスクパターンと、上記第２光吸収片とが
、上記重ね方向において重なっている請求項２または３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　上記光吸収部に最も近くに位置する上記遮光マスクパターンにおいて最も光吸収部の近
い端部と、上記第２光吸収片において最も遮光マスクパターンに近い端部とが、上記重ね
方向において重なっている請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　上記光吸収部以外の上記フレームの部分には、光を反射させる光反射部が含まれている
請求項１～５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　上記光吸収部は、
上記液晶表示パネルにおける外縁の少なくとも一部に対向した上記フレームの対応箇所に
位置している請求項１～６のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　上記フレームの光吸収部と光反射部とは、２色樹脂成形によって形成されている請求項
１～７のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　上記光吸収部は、暗色系の樹脂によって形成されており、
　上記光反射部は、明色系の樹脂によって形成されている請求項１～８のいずれか１項に
記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトユニットからの光を受けて機能する液晶表示パネルを備える液
晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図７の断面図に示すような従来の液晶表示装置１６９では、液晶表示パネル１６１およ
びバックライトユニット１６２は、フレームＦＭ’によって保持されている。そして、こ
のような液晶表示装置１６９では、液晶表示パネル１６１からの所望方向に進む出射光以
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外の光、例えば、フレームＦＭ’からの光（反射光・透過光；一点鎖線にて図示）が、液
晶表示パネル１６１と、その液晶表示パネル１６１を囲んでいる表ケース１６３との間か
ら漏れ得る。特に、フレームＦＭ’の全てが光を反射する材料で構成されていると、光の
漏れが顕著になる。
【０００３】
　このような光の漏れ（漏れ光）が発生してしまうと、液晶表示パネル１６１の外縁付近
のコントラストが低下してしまい、液晶表示装置１６９の画質低下が生じてしまう。かか
る問題を解決する技術としては、例えば、特許文献１・２の技術が挙げられる。
【０００４】
　図８の断面図に示す特許文献１の液晶表示装置１６９は、液晶表示パネル１６１を囲ん
でいる表ケース１６３の内面、特に、液晶表示パネル１６１の表示面に対向する内面に、
遮光テープ（光漏洩防止材）１７１を貼り付けることで、漏れ光を防止している。
【０００５】
　また、図９の断面図に示す特許文献２の液晶表示装置１６９は、液晶表示パネル１６１
の側端の少なく１つ、詳説すると、液晶表示パネル１６１の表示面に対して垂直になった
端（側面）の１つに、膜厚の均一な遮光テープ１７１を貼り付けることで、漏れ光を防止
している。
【特許文献１】特開平１０－２３９６７０号公報
【特許文献２】特開２００３－５１６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、いずれの特許文献の液晶表示装置１６９でも、遮光テープ１７１が所望
の限られたスペースに貼り付けられなくてはならない（２次加工が必要になる）。すると
、遮光テープ１７１が所望のサイズに合わせて製造されていることと、遮光テープ１７１
が所望の限られたスペースに正確に貼り付けられていることとが必要になってくる。
【０００７】
　しかし、遮光テープ１７１の製造では製造誤差が生じるし、遮光テープ１７１の貼り付
けでは貼り付け誤差が生じてしまう。特に、特許文献２のように厚みの薄い（０．５ｍｍ
以下程度）液晶表示パネル１６１の側端に遮光テープ１７１が貼り付けられる場合、貼り
付け誤差が比較的に大きく発生してしまう。そして、このような誤差が発生すると、それ
に起因して、漏れ光を防止する効果が低減する。
【０００８】
　また、フレームＦＭ’とは別部材である遮光テープ１７１を用いて漏れ光を防止してい
る液晶表示装置１６９では、遮光テープ１７１の分だけコストが増加しやすく、さらに、
製造工程も複雑になる。
【０００９】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものである。そして、本発明の目的は、簡易に
漏れ光を防止できる液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、光を発するバックライトユニットと、そのバックライトユニットに重なるよ
うに位置して光（バックライト光）を受ける液晶表示パネルと、をフレームによって保持
している液晶表示装置である。そして、この液晶表示装置では、フレームには複数色の部
分が含まれ、それらの部分のうち少なくとも１色の部分が光を吸収する光吸収部になって
いる。
【００１１】
　このようになっていると、フレームに入射した後に反射して外部に進行しようとする光
は、光吸収部の存在によって生じない。つまり、フレームという一部材によって、漏れ光
の原因となる光の発生が防止される。そのため、漏れ光の防止のために、フレーム以外の
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別部材が不要になり、簡易に漏れ光を防止できる液晶表示装置が実現する。
【００１２】
　また、バックライトユニットに対して液晶表示パネルが重なっている方向を重なり方向
とした場合、光吸収部は、重なり方向に沿うように延びている第１光吸収片と、この第１
光吸収片に対して交差するように延びている第２光吸収片と、を含んでいる。
【００１３】
　このようになっていると、重なり方向に近づくように進行する光は、重なり方向に交差
するように延びている第２光吸収片によって受光される一方、重なり方向に交差する方向
に近づくように進行する光は、重なり方向に沿うように延びている第１光吸収片によって
受光される。つまり、光吸収部は、互いに異なった方向に進行する光を効率よく受光でき
るので、液晶表示装置は、漏れ光の発生を効率よく防止する。
【００１４】
　また、第１光吸収片は、液晶表示パネルの側端に面するように位置し、第２光吸収片は
、バックライトユニットの外縁を覆うように位置していると望ましい。
【００１５】
　漏れ光となる光の一例としては、液晶表示パネルの側端から進行してくる光やバックラ
イトユニットの外縁から進行してくる光が挙げられるが、以上の第１光吸収片および第２
光吸収片は、それらの光を効率よく吸収できる位置にある。すなわち、第１光吸収片は、
液晶表示パネルの側端から進行してくる光を効率よく吸収できる位置にあり、第２光吸収
片は、バックライトユニットの外縁から進行してくる光を効率よく吸収できる位置にある
。
【００１６】
　また、液晶表示パネルが遮光マスクパターンを含んでおり、光吸収部に最も近くに位置
する遮光マスクパターンと第２光吸収片とが重ね方向において重なっていると望ましい。
【００１７】
　通常、液晶表示パネル内の遮光マスクパターンは、液晶表示装置における画質向上（コ
ントラスト向上）のために含まれているが、この遮光マスクパターン自身も光を吸収する
機能を有している。すると、第２吸収片と遮光マスクパターンとが重ね方向において重な
っていれば、かかる重ね方向に沿って進行する光は、第２吸収片と遮光マスクパターンと
いう複数の光吸収部材によって、確実に吸収されるので、漏れ光になり得ない。
【００１８】
　ただし、光吸収部に最も近くに位置する遮光マスクパターンにおいて最も光吸収部の近
い端部と、第２光吸収片において最も遮光マスクパターンに近い端部とが、重ね方向にお
いて重なっていてもよい。
【００１９】
　このようになっていても、第２光吸収片によって吸収されなかった光で、重ね方向に進
む光は、遮光マスクパターンによって吸収される。そのため、第２光吸収片によって吸収
されなかった光が漏れ光になりにくくなるためである。
【００２０】
　また、光吸収部以外のフレームの部分には、光を反射させる光反射部が含まれていると
望ましい。
【００２１】
　このようになっていると、例えば、バックライトユニットの外縁からフレームに向かう
光は反射されることによって、再びバックライトユニットに戻り、液晶表示パネルに向か
うようになり得る。つまり、光の再利用が生じ得る。
【００２２】
　また、光吸収部は、液晶表示パネルにおける外縁の少なくとも一部に対向したフレーム
の対応箇所に位置していると望ましい。
【００２３】
　なぜなら、光吸収部が、液晶表示パネルの外縁の全てに対向するフレームの対応箇所に
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なく、外縁における一部分に対向するフレームの対応箇所に位置していても、漏れ光を十
分に防止できるためである。
【００２４】
　なお、フレームの製造は特段に限定されるものではない。例えば、フレームの光吸収部
と光反射部とが、２色樹脂成形によって形成されていてもよい。
【００２５】
　また、光吸収部は暗色系の樹脂によって形成されており、光反射部は明色系の樹脂によ
って形成されていればよく、特段、色が限定されるわけではない。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、光吸収部を含むフレームによって、フレームからの反射光等の発生が
防止される。そのため、かかるような反射光等に起因する液晶表示パネル以外からの出射
光（漏れ光）は、生じ得ない。特に、一部材であるフレームによって、漏れ光が防止され
ることから、このような液晶表示装置は、簡易に漏れ光を防止できている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　［実施の形態１］
　本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお
、図面によっては便宜上、部材番号およびハッチングを省略する場合もあるが、かかる場
合、他の図面を参照するものとする。
【００２８】
　図６は液晶表示装置６９を示す斜視図であり、図１は図６でのＡ－Ａ’線矢視断面図で
ある。これらの図に示すように、液晶表示装置６９は、液晶表示パネル６１、バックライ
トユニット６２、これらの保持するフレームＦＭ、さらに、フレームＦＭによって保持さ
れている液晶表示パネル６１およびバックライトユニット６２を挟み込むことでこれらを
保護している表ケース６３および裏ケース６４、を有している。
【００２９】
　液晶表示パネル６１は、アクティブマトリックス基板（ＡＭ基板）４１と、このＡＭ基
板４１に対向する対向基板４２とをシール材（不図示）で貼り合わせ、これらの隙間に液
晶（不図示）を注入している。また、液晶表示パネル６１は、ＡＭ基板４１および対向基
板４２を挟持する光学シート４３・４４（例えば、偏光シート、位相差シート）を含んで
いる。
【００３０】
　そして、かかる液晶表示パネル６１は、バックライトユニット６２に重なるように位置
し、かかるバックライトユニット６２からの光（バックライト光）を受光することで、表
示パネルとして機能する。なお、以降では、バックライトユニット６２に対して液晶表示
パネル６１が重なっている方向を重なり方向Ｐと称する。
【００３１】
　また、液晶表示パネル６１には、液晶を制御するＴＦＴ（Thin Film Transistor）等の
スイッチング素子や、ソースライン、ゲートライン、画素電極（透明電極）、およびカラ
ーフィルタ等も含まれているが、便宜上、省略されている。ただし、コントラスト向上の
ために、液晶表示パネル６１に含まれているブラックマスクパターン（遮光マスクパター
ン）４７は図示されている。
【００３２】
　バックライトユニット６２は、バックライト光を生成するために、ＬＥＤ（Light Emit
ting Diode）、導光板５１、反射シート５２、拡散シート５３、および光学シート５４・
５５を含んでいる。
【００３３】
　ＬＥＤ（不図示）は、光を発するものであり、導光板５１の端（エッジ）、詳説すると
導光板５１における側端の一部に向けて光を照射できる箇所に配置されている。なお、か
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かるようなＬＥＤの配置の場合、液晶表示装置６９はエッジライト型と称される。
【００３４】
　導光板５１は、導光板５１の側端に沿って並列しているＬＥＤからの光（線状光）を受
けるとともに、内部でミキシングし、面状光に変換している。
【００３５】
　反射シート５２は、導光板５１によって覆われるように位置しており、ＬＥＤからの光
や導光板５１内部を伝搬する光を漏洩させることなく液晶表示パネル６１に向けて反射さ
せている。
【００３６】
　拡散シート５３は、導光板５１を覆うように位置し、導光板５１からの面状光を拡散さ
せて、液晶表示パネル６１全域に光をいきわたらせている。
【００３７】
　光学シート５４・５５は、例えばシート面内にレンズ形状を有し、光の放射特性を偏向
させる（集光させる）レンズシートであり、拡散シート５３を覆うように位置している。
そのため、この光学シート５４・５５は、拡散シート５３から進行してくる光を集光させ
、単位面積あたりの発光輝度を向上させている。
【００３８】
　ここで、図１と、図６でのＢ－Ｂ’線での断面とともにフレームＦＭを斜視的に捉えた
図２（フレームＦＭのみの断面斜視図）と、図２の部分拡大図である図３と、を用いて、
フレームＦＭを詳説する。これらの図に示すように、フレームＦＭは、外枠１と支持枠２
とを含んでいる枠である。
【００３９】
　外枠１は、液晶表示パネル６１の外縁およびバックライトユニット６２の外縁を囲む枠
である。詳説すると、外枠１は、矩形状になっており、各辺を構成する基体ＢＳ（ＢＳ１
～ＢＳ４；ただし、図２ではＢＳ４は不図示）を枠状につなげることで形成されている。
【００４０】
　ただし、基体ＢＳの形状は、特段限定されるものではない。一例としては、図３に示す
ような（破線が基体ＢＳと後述の板状体ＰＳとの区切りを示す）、支持枠２を境に幅（Ｍ
１＞Ｍ２）の異なる板がつながることで、断面をＬ字状にしている基体ＢＳが挙げられる
。
【００４１】
　一方、支持枠２は、外枠１の内壁１１から内側に向かって突き出ることによって形成さ
れた枠である。詳説すると、各基体ＢＳ（ＢＳ１～ＢＳ４）の内壁１１において、重ね方
向Ｐでの中間付近から突き出る板状体ＰＳ（ＰＳ１～ＰＳ４；ただし、図２ではＰＳ４は
不図示）が枠状につながることで、支持枠２は形成されている。
【００４２】
　そして、この支持枠２の一面２１（詳説すると、板状体ＰＳの一面２１）に、両面テー
プＴＰを介して、液晶表示パネル６１が置かれる。そのため、液晶表示パネル６１の外縁
は、支持枠２の一面（支持面）２１によって保持されることになる。また、支持面２１の
裏側面２２は、バックライトユニット６２の外縁を覆うようになっている。
【００４３】
　さらに、以上のようなフレームＦＭでは、図１～図３に示すように、２色（暗色系およ
び明色系）の部分が含まれている。そして、それらの部分のうち一方の暗色系の部分が光
を吸収する光吸収部ＡＢになっており、他方の明色系の部分が光を反射する光反射部ＲＥ
になっている。
【００４４】
　光吸収部ＡＢは、外枠１における基体ＢＳの一部で、重なり方向Ｐに沿うように延びて
いる第１光吸収片３１と、支持枠２における板状体ＰＳの一部で、この第１光吸収片３１
に対して交差するように延びている（例えば、垂直に延びている）第２光吸収片３２と、
をつなげて形成されている。
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【００４５】
　詳説すると、液晶表示パネル６１の側端に面した基体ＢＳの一部分である第１光吸収片
３１と、液晶表示パネル６１の外縁を支える板状体ＰＳの一部分（例えば、液晶表示パネ
ル６１に面する支持面２１を含んだ板状体の一部分）である第２光吸収片３２とがつなが
ることで、光吸収部ＡＢは形成されている。そのため、図１～図３に示すように、光吸収
部ＡＢの断面はＬ字状になっている。
【００４６】
　一方、光反射部ＲＥは、光吸収部ＡＢ以外のフレームＦＭ部分になる。つまり、第１光
吸収片３１を除いた基体ＢＳの残部である第１光反射片３６と、第２光吸収片３２を除い
た板状体ＰＳの残部である第２光反射片３７とがつながることで、光反射部ＲＥは形成さ
れている。
【００４７】
　なお、第１光反射片３６は、液晶表示パネル６１の側端に面する第１光吸収片３１以外
の基体ＢＳのために、バックライトユニット６２の側端に面するように位置する基体ＢＳ
の一部分である。また、第２光反射片３７は、液晶表示パネル６１の外縁を支える第２光
吸収片３２以外の板状体ＰＳのために、バックライトユニット６２の外縁を覆う板状体Ｐ
Ｓの一部分（例えば、バックライトユニット６２に面する裏側面２２を含んだ板状体ＰＳ
の一部分）である。
【００４８】
　以上のように、液晶表示装置６９は、光を発するバックライトユニット６２と、バック
ライトユニット６２に重なるように位置して光（バックライト光）を受ける液晶表示パネ
ル６１と、をフレームＦＭによって保持している。そして、かかるフレームＦＭには光吸
収部ＡＢが含まれている。
【００４９】
　かかる光吸収部ＡＢが存在していると、液晶表示装置６９から外部に漏れる光（漏れ光
）を防止できる。なぜなら、フレームＦＭに向かう光のうち、光吸収部ＡＢに到達した光
は、そこで吸収され進行を止められるためである。つまり、漏れ光の原因となるフレーム
ＦＭから進行する光の発生が抑制される。
【００５０】
　また、光吸収部ＡＢは、重なり方向Ｐに沿うように延びている第１光吸収片３１と、こ
の第１光吸収片３１に対して交差するように延びている第２光吸収片３２と、を含んでい
る。すると、第２光吸収片３２は、重なり方向Ｐに近づくように進行するバックライト光
を受光しやすくなっている一方で、第１光吸収片３１は、重なり方向Ｐに交差する方向に
近づくように進行するバックライト光を受光しやすくなっている。そのために、かかるよ
うな光吸収部ＡＢは、互いに異なった方向に進行するバックライト光（要は種々の方向に
進行するバックライト光）を効率よく受光して吸収する。
【００５１】
　さらに、第１光吸収片３１は、液晶表示パネル６１の側端に面するように位置し、第２
光吸収片３２は、バックライトユニット６２の外縁を覆うように位置している。すると、
バックライト光を一点鎖線Ｌで図示した光路図である図４に示すように、第１光吸収片３
１は、液晶表示パネル６１の側端から進行してくるバックライト光を効率よく吸収する（
バックライト光Ｌ１参照）。一方で、第２光吸収片３２は、バックライトユニット６２の
外縁から進行してくるバックライト光を効率よく吸収する（バックライト光Ｌ２参照）。
【００５２】
　なお、液晶表示パネル６１には、ブラックマスクパターン４７が含まれている。そして
、ブラックマスクパターン４７も光吸収部ＡＢ同様に、バックライト光を吸収する機能を
有している。そのため、ブラックマスクパターン４７によって吸収可能なバックライト光
を、あえて、光吸収部ＡＢで吸収する必要性は低い。
【００５３】
　そこで、ブラックマスクパターン４７のパターン面と対向する光吸収部ＡＢの第２光吸
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収片３２（詳説すると、第２光吸収片３２においてブラックマスクパターン４７に最も近
い端部３２ａ；図４参照）は、重ね方向Ｐにおいて、最外側（光吸収部ＡＢに最も近く）
に位置するブラックマスクパターン４７の最外の端部４７ａと重なっている。このように
なっていても、第２光吸収片３２に吸収されず、液晶表示パネル６１に向かって進行する
バックライト光は、ブラックマスクパターン４７に到達し、吸収されるためである。
【００５４】
　ただし、フレームＦＭの内部を通じた後に、液晶表示パネル６１に向かうバックライト
光の進行を確実に止めたい場合、第１光吸収片３１と第２光吸収片３２との繋ぎ目である
支持枠２の根元２ａから支持枠２の内周端２ｂに至るまでが、第２光吸収片３２になって
いてもよい（図３参照）。要は、最外側に位置するブラックマスクパターン４７の少なく
とも一部と、第２光吸収片３２の少なくとも一部とが、重ね方向Ｐにおいて重なっていれ
ばよいといえる。
【００５５】
　また、図５の光路図に示すように、基体ＢＳの幅の一部だけで第１光吸収片３１が形成
されていてもよい。詳説すると、光吸収部ＡＢが、基体ＢＳから成る外枠１の外壁に表出
していなくてもよい。このようになっていても、光吸収部ＡＢ、特に第１光吸収片３１が
外枠１の内壁１１にまで到達しているので、フレームＦＭの内部から内壁１１（特に、液
晶表示パネル６１の側端に面するフレームＦＭの内壁１１）を通過しようとする光の進行
が止められるためである（バックライト光Ｌ３参照）。
【００５６】
　ところで、フレームＦＭが光吸収部ＡＢのみで構成されていれば、かかるフレームＦＭ
に入射するバックライト光の全てが吸収されてしまう。このようになっていると、液晶表
示装置６９からの漏れ光の発生は抑制される。しかし、吸収されてしまうバックライト光
の光量が比較的に多量になってしまい、液晶表示パネル６１に到達するバックライト光の
光量が減少してしまう。
【００５７】
　そのため、フレームＦＭには、光吸収部ＡＢの他に、光反射部ＲＥも含まれている。こ
のようになっていれば、図４および図５に示すように、フレームＦＭに入射したバックラ
イト光の一部が、かかるフレームＦＭから出射して、液晶表示パネル６１に到達し得る（
バックライト光Ｌ４参照）。また、バックライト光がフレームＦＭに入射する場合に反射
し、その反射したバックライト光が液晶表示パネル６１に到達することも生じ得る（バッ
クライト光Ｌ５参照）。つまり、直接、液晶表示パネル６１に入射しなかったバックライ
ト光が再利用される。
【００５８】
　なお、フレームＦＭには、暗色系の光吸収部ＡＢと明色系の光反射部ＲＥとが含まれて
いるが、その他の部材が含まれていてもよい。つまり、フレームＦＭに含まれている色は
２色に限らず、３色以上の複数色の部分が含まれていてもよい。そして、それらの複数色
の部分のうち、少なくとも１色の部分が光を吸収する光吸収部になっており、さらに、残
りの部分のうちの少なくとも１色の部分が光反射部になっていればよいといえる。
【００５９】
　［その他の実施の形態］
　本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変
更が可能である。
【００６０】
　例えば、フレームＦＭが、液晶表示パネル６１の外縁の全てを囲むような矩形状の枠に
なっていても、光吸収部ＡＢは、かかる液晶表示パネル６１の外縁の全てを囲むようにな
っている必要はない。詳説すると、光吸収部ＡＢは、フレームＦＭを構成する４辺中のう
ち全辺に対応して位置する必要はなく、少なくとも４辺中の１辺に対応して位置していれ
ばよい。
【００６１】
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　なぜならば、液晶表示パネル６１中でのブラックマスクパターン４７の位置や、表ケー
スの位置によって、漏れ光の発生が防がれるのであれば、光吸収部ＡＢが、液晶表示パネ
ル６１の外縁の全てを囲むように位置する必要はないためである。
【００６２】
　したがって、光吸収部ＡＢは、フレームＦＭを構成する４辺中のうち３辺に対応して位
置していてもよいし、対向する２辺に対応して散在して位置してもよい。要は、光吸収部
ＡＢは、液晶表示パネル６１における外縁の少なくとも一部に対向したフレームＦＭの対
応箇所に位置していればよい。
【００６３】
　また、光吸収部ＡＢと光反射部ＲＥとを含むフレームＦＭの製造方法は、特段限定され
るものではない。例えば、光吸収部ＡＢと光反射部ＲＥとが別部材になっており、それら
を組み合わせたフレームＦＭであってもよいし、２色樹脂成形によって、一体化した光吸
収部ＡＢと光反射部ＲＥとを含むフレームＦＭであってもよい。ただし、２樹脂成形によ
って製造されたフレームＦＭであれば、フレームＦＭ自体が一部品化するので、コストダ
ウンや部品点数の削減が実現する。
【００６４】
　また、光吸収部ＡＢでの使用される暗色系の樹脂は、黒色に限定されるものではない。
例えば、紺色、茶色等の色であってもよい。要は、光吸収率の比較的に高い色であればよ
い。また、光反射部ＲＥは、明色系の樹脂は、白色に限定されるものではない。要は、光
反射率の比較的に高い色であればよい。
【００６５】
　なお、以上のような液晶表示装置６９は、種々の電子機器に搭載可能である。例えば、
パーソナルコンピュータ用のモニター、形態ゲーム機用のモニター、ＰＤＡ（Personal D
igital Assistants）のモニター、ビデオカメラ用のモニター、または携帯電話用のモニ
ター、の直視型のモニターに搭載されることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】は、図６でのＡ－Ａ’線矢視断面図である。
【図２】は、図６でのＢ－Ｂ’線での断面であるとともにフレームを斜視的に捉えた図で
ある。
【図３】は、図２の部分拡大図である。
【図４】は、バックライト光の光路を示す光路図である。
【図５】は、図４の他の一例を示す光路図である。
【図６】は、液晶表示装置の斜視図である。
【図７】は、従来の液晶表示装置での光路図である。
【図８】は、従来の液晶表示装置の断面図である。
【図９】は、図８とは異なる従来の液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【００６７】
　　　１　　　外枠
　　ＢＳ　　　基体
　　ＡＢ　　　光吸収部
　　３１　　　第１光吸収片
　　３２　　　第２光吸収片
　　３２ａ　　第２光吸収片において最もブラックマスクパターンに近い端部
　　　２　　　支持枠
　　ＰＳ　　　板状体
　　ＲＥ　　　光反射部
　　３６　　　第１光反射片
　　３７　　　第２光反射片
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　　４７　　　ブラックマスクパターン（遮光マスクパターン）
　　４７ａ　　ブラックマスクパターンにおいて最も光吸収部の近い端部
　　６１　　　液晶表示パネル
　　６２　　　バックライトユニット
　　６９　　　液晶表示装置
　　　Ｌ　　　バックライト光（光）
　　　Ｐ　　　重ね方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 2008-129240 A 2008.6.5

【図７】
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